
船舶事故調査報告書 

令和４年１０月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年３月９日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 大阪府岬町深日
ふ け

港西北西方沖 

 深日港西防波堤灯台から真方位２９０°３.０海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.２′ 東経１３５°０５.１′） 

事故の概要  プレジャーボートHANT
ハ ン ト

 V
ファイブ

は、南西進中、また、漁船八千代
や ち よ

丸

は、えい
．．

網しながら北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年３月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート HANT V、５.５トン 

   ２５０－６０３９９大阪、マリン大阪株式会社 

Ｂ 漁船 八千代丸、４.９８トン 

ＯＳ３－３５９３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５２－１８７５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷 

Ｂ 左舷側やり出しに曲損及び同やり出しを支えるワイヤに切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時１９分ごろ 

常用薄明開始時刻：０５時５４分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人３人を乗せ、釣りをする目

的で係留地を出航した。 

船長Ａは、操縦席に腰を掛けて自動操舵で操船に当たり、深日港西

北西方沖においてＡ船を約２４ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で南西進させていたところ、周囲に他船の灯火を認めるよう

になったので、レーダーを作動させ、衝突の可能性がある他船を自動

で判別して異なる色で表示する機能を設定する作業を行っていたとこ

ろ、衝撃を感じた後にＢ船を認め、１１８番通報を行った。 

Ａ船は、マスト灯及び両舷灯を表示していたものの、船尾灯を表示

していなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、深日港西北西方沖にお

いて底引き網漁を開始した。 



船長Ｂは、船尾部において船首方の見張りを行いながら投網作業を

行った後、Ｂ船が約３kn の速力でえい
．．

網しながら北東進中、右舷側に

続いて左舷側を向いて揚網の準備作業を行っていた。 

船長Ｂは、作業を終えて操舵室に戻ったところ、船首方にＡ船の緑

灯及び紅灯を認め、汽笛を吹鳴したものの、Ａ船が同じ針路のまま接

近するので、危険を感じて操舵室から出ようとしたところ、衝撃を受

け、身体が船体に当たって負傷した。 

船長Ｂは、揚網の準備作業を行っている際、船首方の見張りがおろ

そかになったと本事故後に思った。 

Ｂ船は、白色全周灯、両舷灯、船尾灯を表示していたものの、緑色

全周灯を装備していなかった。 

分析  Ａ船は、約２４kn の速力で南西進中、船長Ａが、レーダー表示機能

の設定を行っていたことから、前路を北東進中のＢ船に気付かず、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、えい
．．

網しながら北東進中、船長Ｂが、右舷側に続いて左舷

側を向いて直前まで揚網の準備作業を行っていたことから、前路を南

西進中のＡ船に気付くのが遅れ、汽笛を吹鳴したものの、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が約２４kn の速力で南西進中、Ｂ船がえい
．．

網

しながら北東進中、船長Ａが、レーダー表示機能の設定を行い、ま

た、船長Ｂが、直前まで揚網の準備作業を行っていたため、両船が衝

突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、レーダーの設定を行う際は、不測の事態に備

えて停船又は減速してから行うこと。 

・底引き網漁船の船長は、操業している際も、周囲の見張りを適切

に行うとともに、自船に向けて航行する船舶を認めた場合は、早

期に汽笛を吹鳴するなどして注意を喚起すること。 

・船長は、法定灯火を装備し、夜間航行する際は、同灯火を表示す

ること。 

 


